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交通事故により発症した いわゆる “ むち打ち損傷 ”
医療研究研修部　香川　栄一郎

１.むち打ち損傷の定義

交通事故負傷者数は徐々に減少傾向であるが令和元年には約 46 万人が不幸
にも被害者となっている。そのうち軽傷者は約 43 万人であり、その約 57％
が頚部を受傷している。さらに自動車乗車中に頚部を受傷した軽傷者の割合は
80％に達しており、追突事故によって発症するいわゆる頚部の外傷、主にむち
打ち損傷（外傷性頚部症候群、頚椎捻挫）の被害者の割合はいまだに高頻度で
ある［1］。いわゆる“むち打ち損傷”は交通事故、特に車両同士の追突事故に際
して、頚椎が急激に前屈や後屈などの動きを強制されて生ずる損傷のうち、脱
臼や骨折、あるいは明らかな神経麻痺を除いた病態の総称である。頚部の軟部
組織損傷であり患者の大多数は早期に症状が回復するとされている一方で、頚
部にとどまらず多彩な症状を呈し、治療が奏功せず慢性化して治療期間が長期
に及ぶ症例の存在が知られている。

２.むち打ち損傷の発生状況

昭和 23 年からの交通事故発生件数の推移では二峰性のピークが認められる（図）。

（図）交通事故発生件数、死者数、負傷者数の推移［2］
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昭和 40 年代のピークは「第一次交通戦争」と呼ばれる時期である。この呼
称は交通事故死者数の水準が、明治 27 年の日清戦争における本邦の戦死者数
を上回る勢いで増加したため、この状況は一種の「戦争状態」であるとして用
いられた［3］。増加の背景として昭和 30 年代から始まった高度経済成長に伴い、
自動車保有台数の急増と全国の主要都市を結ぶ高速道路網の建設が本格化し、
モータリゼーションの到来による交通事故の急増が挙げられる。歩道、信号機
等の整備が不十分であったため歩行中の死者数が最も多く、特に子供が犠牲と
なる事故が多発した。

昭和 40 年代には“むち打ち損傷”は治癒に長期間を要し、重大な後遺症を
残存する傷病、不治の病との印象としてマスコミでも盛んに取り上げられ社会
問題の様相を呈した。

その後、減少に転じた交通事故死亡者数は昭和 55 年より再び増加し、昭和
63 年に 1 万人を超え、「第二次交通戦争」と呼ばれる状況となった。平成 16
年頃に事故発生件数、負傷者数が最多となっている。この原因は行政が、交通
事故の増加を抑止するために必要な交通違反取締りを行う交通警察官の増員や
交通安全施設の整備等を推進する十分な予算を措置できなかったためと指摘さ
れている［4］。

このような状況を背景に、昭和 59 年 12 月に大蔵省（現：金融庁）の自動車
損害賠償責任保険審議会答申では、「自動車事故による共済・保険の後遺障害の
認定に関して、軽度の神経系統の障害のように他覚的所見の得難いものについ
ては、医学的にもその認定は非常に困難な問題とされているが、いわゆるむち
打ち症を中心に軽度の後遺障害が急増している状況に鑑み、損害保険会社の担
当者の研修を強化・増加する、軽度の神経系統の障害の認定方法開発のための
調査研究を推進する」などを答申し、損害保険業界の対応を促進させている。
これがJA共済総合研究所設立の遠因のひとつとなっている［5］。

３.傷病としてのむち打ち損傷の歴史

むち打ち損傷の英語標記は“Whiplash Injury”と表現される。今からお
よそ 90 年以上前の昭和 3 年に、Harold E. Crowe がカタパルトにより射
出される戦闘機のパイロットの頚部損傷に対して“Whiplash injury of the 
neck”という単語を用いて初めてサンフランシスコで開かれた整形外科学会
で発表し［6］、交通事故では昭和 20 年に Davis［7］が“Whiplash”という表現
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を用いたが、この際には“Whip（むち打つ）”と“lash（打つ）”の別々の単
語を並べたものであった。昭和 28 年に Gay ら［8］が追突事故による鞭打ち機
転にて発症した頚部に障害のある患者 50 例を詳細に報告して以来、海外では

“Whiplash Injury”という単語がむち打ち損傷の一般的な表現として用いら
れている。

本邦においては昭和 33 年に飯野ら［9］によって「たとえば曲馬団で動物使い
が鞭の先の革ひもで空をはたくような急激な運動が、脊柱、とくに頚椎におこ
る際に惹起される種々の損傷に対する命名で、これには発生機転のみを共通に
した種々の損傷状態が包含され、いわば一種の医学的な俗称」として「鞭はた
き損傷」の訳語による紹介が最初である。その後、むち打ち損傷は不治の病で
あるなどとのマスコミの過剰な報道がなされて社会問題化したため、昭和 43
年に土屋ら［10］は「むち打ち損傷」という呼称が医師ではない者にむしろ誤っ
た用いられ方がなされ、社会的にも患者にも種々の誤解を引き起こすとして、

「頚椎捻挫」を使用することを提案し、現在では「頚椎捻挫」、「外傷性頚部症候
群」、「頚部挫傷」などの傷病名が一般的に用いられている［11］。

その後、50 年を経た平成 7 年にカナダの The Quebec Task Force on 
Whiplash Associated Disorders（ケベック州むち打ち症関連障害特別調査委
員会）の報告［12］が現在のむち打ち損傷研究のターニングポイントとなってい
ると思われる。この報告はケベック州自動車保険機構の交通事故データに基づ
くむち打ち損傷 3,014 例の分析に加え関連文献の論評を行い、時間経過を軸に
した症状の重症度による診療ガイドライン、臨床分類を提唱している。しかし
永年にわたる国内外の研究にも関わらず、その病態は不明であり、頚部痛や運
動制限にとどまらない多彩な症状の原因は未だ明確に解明されていないと言わ
れている［13］。

本邦では、平成になりむち打ち損傷の研究報告は稀となっていると指摘され
ており［14］、学術的関心がやや薄れたかに思われた。しかし上述のカナダのケ
ベック報告を契機に平成 10 年頃からは医学雑誌で特集号が出版されるように
なった。例えば、平成 11 年には（社）日本交通科学協議会のむち打ち損傷研
究会によって行われた損害保険会社のデータを用いたわが国における本症診療
の現状報告と国内外の最新の研究成果や上記のケベック報告の紹介などをまと
めた「外傷性頚部症候群診療マニュアル─最新の知見から─」［15］が出版され
た。平成 16 年からは日本整形外科学会の学術プロジェクト委員会である外傷
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性頚部症候群の病態解析に関する検討部会で、過去 40 年間にわたる国内外の
文献約 1,900 編を基に systematic review を中心とした研究が行われ、その
中間報告的に平成 19 年に「外傷性頚部症候群─最近の進歩」［16］、「外傷性頚
部症候群の病態解析：systematic review」［17］が出版された。また平成 21 年
には日本の脊椎脊髄外科分野の最先端の知見として「外傷性頚部症候群」［18］、

「外傷性頚部症候群─最近の考え方」［19］等の特集号が出版されている。これら
の特集号は海外の報告を引用して総論的に書かれており、損害賠償実務に示唆
に富む内容となっている。しかし、国内での個別、具体的な医学研究発表、論
文は未だに少ないように思われる。この点については諸外国では学術論文が発
表されていることとは大きな相違点である。

近年のむち打ち損傷患者の治療の傾向として、上述のケベック報告ではむち
打ち損傷にそれまで行われていた治療法のほとんどの有効性が科学的に評価さ
れていないと示されていることから、頚椎カラーをむち打ち損傷患者に処方す
る医師は少なくなり、また積極的に行われていた頚部の介達牽引の診療報酬請
求を目にすることはほとんどなくなった。薬物療法では依然として非ステロイ
ド性消炎鎮痛薬（NSAIDs）による治療が主流であるが、平成 22 年に神経障
害性疼痛が適応であるリリカカプセル、平成 23 年に非がん性慢性疼痛が適応
のトラムセットが発売されと、慢性化したむち打ち損傷患者の疼痛症状を「慢
性疼痛」、「神経障害性疼痛」と捉えて投与される事案も見られる。

４.この 10 年間でＪＡ共済総研が実施したむち打ち損傷の研究
について

交通事故による死傷者数、むち打ち損傷患者が含まれる軽症者数も年々減少
の一途をたどっている。一方で、絶対数は減少しているものの軽傷者に占める
頚部の損傷の割合は平成 25 年には 60％を上回り、その後減少傾向ではあるが
令和元年では 57％を占め、他の受傷部位の頻度とは全く異なる様相を呈してい
る。

そのためむち打ち損傷は現在に至るまで、本邦における交通事故によって発
症する外傷として、損害保険・共済における損害賠償実務では処理件数が圧倒
的に多い。様々な論点が継続して存在するため、JA共済総研では研究対象と
すべき傷病であると考えている。

交通事故により発症した“むち打ち損傷”については、①治療内容、治療期
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間、休業期間等の因果関係に関わる損害賠償上の問題が過去から指摘され、②
被害者の年齢や既往症（私病）等の患者個別の要因が存在し、③新たな併発傷
病の出現や医療類似行為における施術の妥当性などの医学・医療上の問題点が
出現し、④損害賠償実務、そして解決が裁判に至ることもあり法学・裁判例の
解釈などの解明すべき研究対象が存在している。

そして、この 10 年間では医学、医療技術の進展に伴い交通事故による“む
ち打ち損傷”に関する新たな課題が出現しているように思われる。諸外国の中
でも最も導入率が高い MRI（磁気共鳴画像診断装置）の普及［20］と画像診断技
術の進展により診断可能となった傷病や諸外国で先行して検討された傷病が、
本邦のむち打ち損傷被害者に併発、続発して診断され因果関係判断に悩む事例
が増加した。

まず MRI の読影技術の進展により損害賠償実務において増加した傷病とし
て肩の腱板断裂・損傷が挙げられる。交通事故で受傷した患者が、頚部痛だけ
でなく肩痛、肩甲部痛も訴えた続けた場合に、肩の MRI を撮影した結果とし
て腱板断裂・損傷との診断名が追加される事案が増加した。交通事故に起因し
て発症した賠償の対象となる新鮮所見であるか、もしくは交通事故以前からの
加齢性、陳旧性の所見であるかの判別が必要となる相当因果関係の問題となり、
かつての交通事故後に MRI により所見された頚椎椎間板ヘルニアの因果関係
の判断と同様な様相を呈しているように思われる［21］。

また平成 13 年に開催された第 16 回日本脊髄外科学会で神奈川県の平塚共
済病院の篠永正道医師が「頚椎捻挫に続発した低髄液圧症候群」との演題で、

「長期にわたり症状が持続する頚椎捻挫の患者のなかには低髄液圧症候群が含
まれている可能性が示唆された」と報告した。低髄液圧症候群は昭和 13 年に
Schaltenbrand が、起立性頭痛に伴う項部（うなじ）硬直、嘔吐、吐気、耳鳴
り、めまい等を訴えるにもかかわらず、原因がはっきりしない症例を報告し、
原因が明確ではないことの意味である spontaneous の語を用い特発性低髄液
圧症候群について報告している［22］。しかし交通事故により当初はむち打ち損傷
であったが、その後に低髄液圧症候群が診断されて、その因果関係が問題とな
り訴訟となる事案が増加した。低髄液圧症候群（現在では脳脊髄液減少症、脳
脊髄液漏出症と呼称されることが多い）は現在でも損害賠償上、注目すべき傷
病であろう［23］、［24］、［25］。

そして従来からの解決されていない、もしくは検討が不十分であると思われ
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るむち打ち損傷の古典的な問題として、むち打ち損傷被害者の休業の必要性、
腰椎捻挫や腰痛という腰部症状の併発［26］、［27］、むち打ち損傷の後遺する症状が
後遺障害に認定されるかの可否［28］、また自動車工学的な問題として無傷限界
値、閾値論は否定できていないのではないか［29］との考察も行った。さらに損
害賠償実務上、最も関心がある視点として、本邦でのむち打ち損傷被害者の治
療期間はやはり長いのかとの課題がある。対照がないため検討するには漠然と
しているため、どのような要因で長期化するのかとの究極の疑問について、国
内外の文献の集約からの検討［30］とむち打ち損傷に関してこれまで行われてい
ない手法による統計学的解析［31］を実施した。

そして交通事故により発症した“むち打ち損傷”は本邦のみならず、海外で
も発症しているのであるが、なかには損害賠償システムによりむち打ち損傷は
発生していないと報告する国の学術報告がある。本邦に比べると海外はその国
数からも圧倒的に多数のむち打ち損傷の研究が医学のみならず、学際的に積極
的に行われており、本邦では情報の偏りによるむち打ち損傷の理解の欠如が存
在しているため海外文献との検証を行った［32］。

これからの交通環境、特に衝突被害軽減ブレーキ（Advanced Emergency 
Braking System）の義務化により車両同士の追突事故とともにむち打ち損傷
被害者も減少することが見込まれるが、交通事故により発症した“むち打ち損
傷”に関連する研究課題は医学の進歩、進展ともに新たに取組むべき課題が出
現しており多岐にわたり、“むち打ち損傷”に伴う課題について、今後も研究を
継続していく。
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